
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円控除の特例        

Ｑ：相続により取得した、被相続人が居住

していた自宅を譲渡した場合、3,000万円控除

の特例があるそうですが、どのような要件に

なっているのですか？                                   

                                              

Ａ：主な要件には、次のようなものがあり

ます。 

【解説】 

平成28年度の税制改正で、相続又は遺贈に

より、相続又は遺贈による被相続人居住用家

屋等を取得した相続人が、これを譲渡した場

合に3,000万円の特別控除が認められる制度

が創設されました。この特例の主な要件は、

次のとおりです。 

 ①平成28年４月１日から平成31年12月31日ま

での譲渡で、相続開始の日から３年を経過

する日の年12月31日までの譲渡であること 

 ②被相続人が主として居住の用に供していた

自宅であること 

 ③譲渡対価が１億円以下であること 

 ④昭和56年５月31日以前に建築された建物で

あること 

 ⑤相続開始直前において被相続人と同居して

いた者がいなかったこと 

 ⑥相続後に事業の用、貸付の用、居住の用に

供されていないこと 

 ⑦一定の地震に対する安全基準に適合してい

る建物であること 

 ⑧マンションでないこと 

 ⑨配偶者及び直系血族、親族で生計を一にし

ているもの、その他一定の者に対する譲渡

でないこと 
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